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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　四塩化ケイ素を水とアルコールのうち少なくとも一方と反応させた後、これにさらに四
塩化チタンを反応させることにより、得られた生成物を消臭有効成分として上記の水とア
ルコールのうち少なくとも一方に溶解した液状消臭剤を得ることを特徴とする消臭剤の製
造方法。

【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
　本発明は、消臭剤の製造方法に関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
消臭剤としては従来から各種のものが提供されているが、最近では酸化チタンが各方面か
ら注目されている（例えば、特許文献１、特許文献２、特許文献３参照）。酸化チタンは
光触媒作用で消臭を行なうものであり、消臭の持続性が高いなどの優れた特性を有してい
る。
【０００３】
【特許文献１】
特開平９－１６４１８８号公報
【特許文献２】
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特開平９－２２７８０９号公報
【特許文献３】
特開平１０－１９５３４０号公報
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
ここで、酸化チタンは水や溶媒に不溶性であり、基材の表面に酸化チタンを消臭成分とし
て含有する被膜を形成して消臭剤として使用するためには、酸化チタンをシリコン系バイ
ンダーや各種の有機バインダーなど、バインダーに混合した状態で基材に塗布する必要が
ある。しかし、酸化チタンは光触媒作用で生起される酸化力で消臭をするものであるため
、この酸化力によってバインダーが分解されて損傷され、酸化チタンを含有する被膜を長
期に亘って基材の表面に形成しておくことが難しいという問題があった。
【０００５】
また、酸化チタンは光（特に紫外線）が照射されることによって光触媒作用を発揮するも
のであり、光が入らない暗室などの室内では消臭効果を発揮させることができないという
問題がある。そこで、光が入り難い室内で酸化チタンを使用する場合には、銀や銅などの
金属を併用することが行なわれているが、この場合にはこれらの金属による環境問題や人
体への影響が懸念されている。
【０００６】
　本発明は上記の点に鑑みてなされたものであり、水や溶媒に容易に溶解し、バインダー
を用いる必要なく被膜を形成して使用することができ、しかも光（紫外線）の照射の必要
なく消臭効果を発揮する消臭剤の製造方法を提供することを目的とするものである。
【０００７】
【課題を解決するための手段】
　本発明に係る消臭剤の製造方法は、四塩化ケイ素を水とアルコールのうち少なくとも一
方と反応させた後、これにさらに四塩化チタンを反応させることにより、得られた生成物
を消臭有効成分として上記の水とアルコールのうち少なくとも一方に溶解した液状消臭剤
を得ることを特徴とするものである。
【０００９】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の実施の形態を説明する。
【００１０】
本発明に係る消臭剤は、ケイ酸チタニウム系化合物を消臭有効成分とし、ケイ酸チタニウ
ムが水とアルコールの少なくとも一方に溶解した液状消臭剤であり、四塩化ケイ素（Ｓｉ
Ｃｌ４）と四塩化チタン（ＴｉＣｌ４）を主原料として製造することができる。
【００１１】
すなわち、まず四塩化ケイ素を水もしくはアルコール、あるいは水とアルコールの混合溶
液と反応させる。アルコールとしては炭素数１～４の脂肪族アルコールを用いるのが好ま
しく、なかでもイソプロピルアルコールが最も好ましい。水とアルコールの混合溶液を用
いる場合、混合比率は特に制限されないが、体積比で、水３０～７０％、アルコール７０
％～３０％の範囲が好ましく、より好ましくは水４０～６０％、アルコール６０％～４０
％の範囲である。
【００１２】
水もしくはアルコールあるいはその混合溶液に対する四塩化ケイ素の添加量は、体積比で
、水もしくはアルコールあるいはその混合溶液１００部に対して、四塩化ケイ素０．０１
～３０部の範囲が好ましい。四塩化ケイ素の量が０．０１部未満であると、得られた消臭
剤は活性が低く、十分な消臭効果を得ることができない。また四塩化ケイ素の量が３０部
を超えると、得られた消臭剤は白濁状態になり、消臭剤を塗布して形成される塗膜の製膜
状態が悪くなって、剥離し易くなる。
【００１３】
水もしくはアルコールあるいはその混合溶液に四塩化ケイ素を添加して反応させる際の、
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雰囲気の相対湿度は１０～８０％、特に２０～６０％であることが望ましい。相対湿度が
８０％を超えると、四塩化ケイ素の黄色粉末が生じてその粒径が大きくなり、得られた消
臭剤の消臭活性が低下する傾向がある。また相対湿度が１０％未満であると、四塩化ケイ
素の白色粉末が生じ、得られた消臭剤を塗布した塗膜の硬度が低くなり、塗膜の持続性に
問題が生じるおそれがある。
【００１４】
上記の反応は室温で行なうことができるものであり、水もしくはアルコール、あるいは水
とアルコールの混合溶液に四塩化ケイ素を添加すると直ちに反応が生じ、溶液のｐＨは約
１になる。
【００１５】
次に、このようにして得られた反応溶液に四塩化チタンを添加して反応させる。四塩化チ
タンの添加量は、体積比で、上記の反応溶液１００部に対して８～１００部の範囲が好ま
しい。四塩化チタンの量が８部未満であると、得られた消臭剤は活性が低く、十分な消臭
効果を得ることができない。また四塩化チタンの量が多過ぎると、得られた消臭剤を塗布
して形成される塗膜の製膜状態が悪くなって、剥離し易くなるので、１００部以下が好ま
しく、５０部以下がより好ましい。
【００１６】
このように上記反応溶液に四塩化チタンを添加すると、室温で直ちに反応が生じ、ケイ酸
チタニウム系化合物が生成し、ケイ酸チタニウム系化合物の水溶液もしくはアルコール溶
液、あるいは水とアルコールの混合溶媒にケイ酸チタニウム系化合物が溶解した溶液とし
て消臭剤を得ることができる。生成されたケイ酸チタニウム系化合物は、分析結果によれ
ば、ＴｉＯ２・ＳｉＯ２の化学組成を有する化合物であると推測される。
【００１７】
そしてこのように得られたケイ酸チタニウム系化合物溶液は、水またはエタノール等の炭
素数１～４のアルコール、あるいは水とこのアルコールの混合溶液で任意に希釈すること
ができるものであり、水もしくはアルコールあるいはその混合溶液で１０～５００倍に希
釈して、消臭剤として使用することができるものである。この消臭剤は例えば使用対象品
にスプレーしたり、あるいは消臭剤に使用対象品を浸漬して乾燥したりすることよって、
ケイ酸チタニウム系化合物の被膜を使用対象品の表面に形成することができるものである
。また、反応終了後のケイ酸チタニウム系化合物溶液のｐＨは３～４であるが、アンモニ
アなどを加えてｐＨを６～７に調整しても、消臭効果は変わらないので、消臭剤の使用対
象品に応じて酸性の状態であるいは中性の状態で使用することができるものである。
【００１８】
例えば、家屋内の壁面や天井面などに本発明に係る消臭剤をスプレーすることによって、
消臭剤で家屋内の消臭を行なうことができ、室内のホルムアルデヒドなどを濃度を低減す
ることができるものである。また壁紙や壁クロスなど装飾用シートに本発明に係る消臭剤
をスプレーあるいは含浸しておき、この装飾用シートを家屋内の壁面や天井面などに貼る
ことによっても、同様に家屋内の消臭を行なうことができるものである。勿論、本発明の
消臭剤は各種の方法で使用することができるものであり、使用方法は制限されるものでは
ない。
【００１９】
ここで、本発明に係るケイ酸チタニウム系化合物を有効成分とする消臭剤は、水やアルコ
ールなどの溶媒に溶解することができ、バインダーを用いる必要なく塗布して使用するこ
とができるものである。しかも光（特に紫外線）が照射されなくても消臭効果を発揮する
ものであり、家屋の室内など光が入り難いスペースでも、有効に消臭することができるも
のである。
【００２０】
　また、本発明に係るケイ酸チタニウム系化合物を有効成分とする消臭剤は、単独で用い
る他、即効消臭性を有する他の消臭剤と混合して用いることもできる。本発明に係る消臭
剤は消臭性能が長期間に亘って持続するが、このように即効消臭性を有する他の消臭剤と
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混合することによって、即効性と持続性を持ち合わせた消臭剤として使用することができ
るものである。即効消臭性を有する他の消臭剤としては市販の任意のものを用いることが
できる。
【００２１】
【実施例】
次に、本発明を実施例によって具体的に説明する。
【００２２】
（実施例）
精製水１００ｍｌとイソプロピルアルコール１００ｍｌの混合溶液に四塩化ケイ素を３０
ｇ添加し、室温で反応させた。次にこの反応溶液に四塩化チタンを５０ｇ添加し、室温で
反応させた。そしてこのようにして得られた反応溶液を精製水で１０倍に希釈して、消臭
剤として調製した。
【００２３】
上記のようにして得た消臭剤を用いて新築一戸建て建売住宅Ｄ号邸（大阪市此花区酉島、
三階建て延べ床面積１１０ｍ２）の室内を消臭施工した。すなわち、この家屋の「一階和
室」、「一階洗面所」、「二階リビング・キッチン」、「三階Ａ洋間」、「三階Ｂ洋間」
、「三階Ｃ洋間」の各室内の壁面、天井面、床面にそれぞれ消臭剤を２５ｃｃ／ｍ２の塗
布量でスプレーして消臭施工を行なった。
【００２４】
そして、各室内の消臭施工直前のホルムアルデヒド濃度を測定した。また消臭施工の２４
時間後（全窓を開放して５分間換気した後、密閉してから１時間３０分後）、２５時間後
（全窓を開放して５分間換気した後、密閉してから２時間３０分後）、４８時間後（全窓
を開放して５分間換気した後、密閉してから１時間３０分後）に各室内のホルムアルデヒ
ド濃度を測定した。さらに比較のために、ほぼ同じ構造の新築一戸建て建売住宅Ｃ号邸の
「一階洋間」について、消臭剤をスプレーせず消臭施工を行なわないで、上記と同じ時間
帯にアルデヒド濃度の測定行なった。結果を表１に示す。
【００２５】
【表１】

【００２６】
表１にみられるように、本発明に係る消臭剤をスプレーして消臭した室内は、２４時間後
にホルムアルデヒドが殆ど消失し、４８時間後には完全に消失しているのに対して、消臭
剤をスプレーしていない室内のホルムアルデヒド濃度に有意な変化はみられず、本発明に
係る消臭剤の消臭性能の高さが確認された。また、上記の消臭施工を行なった建売住宅Ｄ
号邸は照明器具が未設置であって室内は暗く、光（紫外線）の照射が不十分であるが、上
記のように高い消臭効果がみられるので、本発明に係る消臭剤は光（紫外線）を照射する
必要なく消臭性能を発揮することが確認される。
【００２７】
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【発明の効果】
　上記のように本発明は、四塩化ケイ素を水とアルコールのうち少なくとも一方と反応さ
せた後、これにさらに四塩化チタンを反応させることにより、得られた生成物を消臭有効
成分として上記の水とアルコールのうち少なくとも一方に溶解した液状消臭剤を得ること
を特徴とするものであり、バインダーを用いる必要なく被膜を形成して使用することがで
きるものである。しかも光（紫外線）が照射されなくても消臭効果を発揮し、家屋の室内
など光（紫外線）が入り難いスペースでも、有効に消臭することができるものである。
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